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第 13 回新型コロナウイルス関連肺炎対策本部の方針変更により、 

屋外施設を５月１９日(火)から開場することに 

決まりました。 
屋内施設（市民総合体育館・武道館など）については、５月３１日（日）まで休館です。 

 

屋内施設の利用再開をお待ちいただいていた方には、大変申し訳ございませんが、再開

の方針等が決まり次第お知らせさせていただきますので、市役所および指定管理者ホー

ムページにて確認お願いします。 

※府の基準に基づく自粛要請・解除及び対策の基本的な考え方【大阪モデル】にて

段階的解除の判断が発表されたことに基づく決定です。 

屋外施設利用再開のお知らせ 

日頃より河内長野市のスポーツ施設をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

大阪モデルの発表を受けて、令和２年５月１５日(金)に開催された第 13 回新型コロナウイルス

関連肺炎対策本部会議の方針変更により、 

屋外施設のみ 5月 19 日（火）から利用再開することになりました。 

大師総合運動場・赤峰市民広場・大師庭球場・荘園庭球場・寺ヶ池公園野球場 

寺ヶ池公園庭球場・天野少年球技場・下里総合運動場・下里運動公園人工芝球技場 

※屋内施設は 5月 31日（日）まで休館です。 

※なお、今後も新型コロナウイルス感染症予防のために大会や利用を自粛される場合は、屋内・屋外を問わず、 

これまでどおり市民総合体育館へご連絡ください。 

※利用の際は、利用者間の接触を極力避ける等、感染予防の徹底をよろしくお願いします。 

 

施設の利用中止でご不便をおかけしておりますが、対策本部の方針に従い、利用者の皆様の安全を第一

に施設運営をさせていただきます。利用者の皆様におかれましても、ご自身の体調管理に十分ご留意いた

だき、感染予防にご協力いただき、感染者を出すことなく施設利用が継続できるよう、さらなるご協力を

お願いします。職員一同、利用者の皆様に安心してご利用いただけるよう、準備してまいりますので、 

ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

                         河内長野ＳＳＫクリーン工房共同事業体 

                             連絡先:市民総合体育館（TEL:65－0121）

  

 

 



 

 

 ※なお、今後も新型コロナウイルス感染症予防のために大会や利用を自粛される場合は、これまでどおり市民総合

体育館へご連絡ください。また、感染拡大等により状況が変わることもございますので、ご了承ください。 

☆発熱等の症状がある方は、ご利用をお控えください。 

☆せきエチケット・手洗いなどの感染防止対策をお願いします。 

☆相互接触(握手や肩を組む、近くで大きな声でしゃべる等)の回避をお願い

します。 

☆人の密度を下げるため、人数制限など接近戦にならないようご注意く

ださい。 

☆今後も皆様の安全のためご協力いただくことが増えることもござ

いますが、ご理解・ご協力をお願いします。 

 

 

 

更衣室の利用は

ご遠慮下さい！ 


